
令和 8 年度（第 15 回）施設園芸技術指導士資格試験実施要領 

                                                令和7年12月5日 

施設園芸技術者研修及び 

資格認定委員会 

１．試験目的 

施設園芸技術指導士（以下「指導士」という。）にふさわしい知識・技術

の習得がなされているか、指導者としての適性があるか等を審査する。 

 

２．試験方法 

   筆記試験及び面接試験による。筆記試験は択一式とし、50問を出題する。

面接試験は複数の面接委員により行う。 

筆記試験の解答時間は１時間 50分とし、出題範囲は施設園芸技術中級講

座の講義内容及び「施設園芸・植物工場ハンドブック」の記載内容からとす

る。面接時間は受験者 1名につき約 15分とする。 

 

３．実施期日 

   令和 8 年 10 月 29 日（木） 

 

４．実施場所 

東京都内会議室 

 

５．受験資格 

施設園芸技術指導士補（以下「指導士補」という。）の資格を有し、かつ

実務経験が 6年以上である者 

 

６．受験申込み 

申込期間は令和 8 年 8 月 31 日（月）～10 月 2 日（金）。施設園芸に関す

る実務経験年数がわかる職歴等を記入した所定の申込書（日本施設園芸協会

のホームページ掲載の様式）による。また、申込み時に指導士資格取得後の

抱負などを記した事前レポートを提出する。レポートについては、A4（1,000

文字程度）で 1ページ以上とし、施設園芸に対する真摯な姿勢で記載するも

のとする。 

 

７．受 験 料 

協会会員、行政関係、学校関係：30,000円（消費税込） 

会員外企業、一般：40,000円（消費税込） 

 

８．資格授与の可否 

施設園芸技術者研修及び資格認定委員会は、筆記試験及び面接試験の結果

を踏まえ、資格授与の可否を決定する。資格授与者に対しては資格認定証及

び資格登録証を交付する。 

 

９．資格登録料   30,000円（消費税込） 

 

10．施設園芸技術指導士補資格の更新処置 

   指導士補資格の有効期限が 1 年未満の者が不合格となった場合には、指

導士補資格を 5年間延長（自動更新）する。この場合、更新料（資格登録料）

は徴収しない。 

 


